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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

２９１ 特定調達契約について随意契約の相手方を 知事戦略局

決定した件

２９２ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づ 環境管理課

く特定施設の設置の許可の申請があった件

２９３ 歳入の指定納付受託者の住所又は事務所の 産業創生・

所在地の変更について届出があった件 大学連携課

２９４ 土地改良区の役員の退任及び就任について 農山漁村振興課

届出があった件

２９５ 同 同

２９６ 同 同

２９７ 道路の区域を変更する件 高規格道路課

２９８ 同 同

【公告】

番 号 表 題 担当課名

地方独立行政法人徳島県鳴門病院が実施す 医療政策課

る一般競争入札公告

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

２９ 政治資金規正法の規定に基づき届出のあっ

た政治団体の名称等を公表する件



【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

３０ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

届出事項の異動の届出があった件

３１ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

解散の届出があった件

３２ 政治資金規正法の規定に基づく資金管理団

体の届出事項の異動の届出があった件

３３ 地方自治法の規定による条例の制定又は改

廃の請求及び監査の請求をする場合の県議

会議員及び知事の選挙権を有する者の５０

分の１の数を告示する件

３４ 地方自治法の規定による県議会の解散の請

求、知事の解職の請求及び主要公務員の解

職の請求をする場合の県議会議員及び知事

の選挙権を有する者の総数のうち４０万を

超える数に６分の１を乗じて得た数と４０

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数を告示する件

３５ 地方自治法の規定による県議会議員の解職

の請求をする場合の吉野川選挙区における

県議会議員の選挙権を有する者の３分の１

の数を告示する件

３６ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の規定による県教育委員会の教育長又は委

員の解職の請求をする場合の知事の選挙権

を有する者の総数のうち４０万を超える数

に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数を

告示する件

【公安委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

８※ 放置車両の確認等に関する事務の委託を受

ける法人及び駐車監視員に関する規則の一

部を改正する規則



【海区漁業調整委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

３ 漁業法の規定に基づき徳島県海域における

せん漁業の操業について指示する件

４ 漁業法の規定に基づき徳島県海域における

いせえびかご漁業及び類似漁業の操業の禁

止について指示する件



徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

県
広
報
番
組
「
と
く
し
ま
タ
イ
ム
ズ
」
の
制
作
・
放
送

五
十
本

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
知
事
直
轄
組
織
知
事
戦
略
局

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
四
月
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

四
国
放
送
株
式
会
社

徳
島
市
中
徳
島
町
二
丁
目
五
番
地
二

五

契
約
金
額

七
十
四
万
五
千
八
百
円
（
一
本
当
た
り
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号



徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

住

所

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地
一
〇
〇

代
表
者

代
表
取
締
役

小
川
裕
義

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

本
社

所
在
地

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
五
号
に
規

定
す
る
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
か
ら

令
和
七
年
六
月
十
三
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
阿
南
市
市
民
部
環
境
保
全
課



徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
ふ
る
さ
と
納
税
拡
大
戦
略
推
進
事
業
に
係
る
寄
附
金
の
指
定
納
付
受
託
者
の
住
所
又
は
事
務
所
の
所

在
地
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

名
称

変
更
年
月
日

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ア
イ
モ
バ
イ
ル

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三

令
和
六
年
七
月
十
七
日

二
二
番
一
四
Ｎ
．
Ｅ
．

丁
目
二
六
番
二
〇
号
関

Ｓ
．
ビ
ル
Ｎ
棟
二
階

電
不
動
産
渋
谷
ビ
ル
八

階



徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

北
井
上
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

阿

部

忠

浩

徳
島
市
国
府
町
芝
原
字
南
芝
原
五
七

同

朝

田

三

郎

朝

田

三

郎

同

字
神
楽
免
七
二
―
一
―
二

同

政

岡

茂

政

岡

茂

同

東
黒
田
字
高
岸
一
八

同

庄

野

彰

一

庄

野

彰

一

同

字
朝
日
一
八
八

同

小

林

照

幸

小

林

照

幸

同

西
黒
田
字
西
傍
示
二
〇
三

同

山

下

敏

生

同

芝
原
字
天
満
五
二
―
二

同

岡

博

昭

同

西
黒
田
字
東
傍
示
七
九
―
三

同

宮

本

晃

宮

本

晃

同

芝
原
字
宮
ノ
本
二
三

同

斉

藤

新

司

斉

藤

新

司

同

西
黒
田
字
東
傍
示
一
一
七
―
一

同

井

若

君

江

井

若

君

江

同

芝
原
字
野
神
九
一
―
四

同

宮

田

永

二

宮

田

永

二

同

字
神
楽
免
一
二
〇
―
三

同

前

川

俊

弘

同

字
南
芝
原
七
四

同

豊

田

博

一

豊

田

博

一

同

東
黒
田
字
朝
日
六
九

同

齋

藤

実

德

齋

藤

実

德

同

五
三
―
二

同

安

村

元

成

安

村

元

成

同

一
〇
四

同

七

晃

同

字
桜
ノ
本
九
八

同

熊

川

重

樹

熊

川

重

樹

同

芝
原
字
東
分
一
五
七
―
八

同

伊

川

幸

治

伊

川

幸

治

同

字
野
神
一
二
九
―
一

同

山

本

良

博

山

本

良

博

同

東
黒
田
字
朝
日
一
五
五
―
一

同

梶

原

隆

幸

梶

原

隆

幸

同

芝
原
字
神
楽
免
五
三

同

川

野

和

敏

同

東
黒
田
字
角
ノ
瀬
九
五

同

前

川

久

同

芝
原
字
寺
地
二
二

同

小

川

敏

夫

同

一
宮
町
片
山
一
三
―
一
七

同

眞

開

和

之

同

国
府
町
西
黒
田
字
東
傍
示
一
五
九

同

阿

部

好

幸

同

芝
原
字
南
芝
原
一
一
六

同

岩

井

良

同

東
黒
田
字
桜
ノ
本
二
四

同

東

條

昭

治

同

字
宮
ノ
北
一
二
四

監

事

橋

本

勝

橋

本

勝

同

字
榎
島
九
三

同

井

上

隆

夫

井

上

隆

夫

同

西
黒
田
字
南
傍
示
二
二
六

同

七

條

哲

也

七

條

哲

也

同

東
黒
田
字
桜
ノ
本
八



同

木

内

富
美
子

木

内

富
美
子

同

芝
原
字
東
分
一
四

同

伊

川

美

幸

伊

川

美

幸

同

字
神
楽
免
一
五
一
―
三

同

篠

原

文

彦

篠

原

文

彦

同

西
黒
田
字
南
傍
示
二
六
三
―
八



徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

今
津
南
部
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

松

本

哲

男

阿
南
市
那
賀
川
町
手
島
辰
ケ
池
二
三
―
一

同

尾

崎

孝

治

尾

崎

孝

治

同

長
宝
地
九

同

杉

本

芳

彦

杉

本

芳

彦

同

五
三
―
一

同

西

野

徹

西

野

徹

同

苅
屋
二
七

同

川

博

文

同

手
島
中
湯
七
九

同

金

本

正

雄

同

八
幡
石
塚
一
一
―
三

同

篠

原

光

博

篠

原

光

博

同

手
島
中
塚
一
五
―
一

同

島

谷

喜
久
雄

島

谷

喜
久
雄

同

今
津
浦
免
許
七

同

坪

井

洋

幸

坪

井

洋

幸

同

古
津
二
二
六

同

楠

木

美
智
子

同

手
島
辰
ケ
池
三
八

同

田

豊

秋

同

八
幡
中
塚
一
一

同

濱

田

明

子

同

手
島
三
反
地
五

監

事

向

井

稔

同

榎
瀬
五
三

同

伊

勢

芳

史

同

中
湯
一
二

同

佐

藤

賢

治

佐

藤

賢

治

同

色
ケ
島
網
干
七
九



徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

太
田
川
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

杉

野

利

男

阿
南
市
那
賀
川
町
江
野
島
六
一
三
―
一

同

大

西

利

明

同

一
三
三

同

手

塚

秀

樹

同

五
〇
四

同

小

川

恒

晴

同

島
尻
一
〇
〇
八

同

笠

原

光

男

小
松
島
市
坂
野
町
字
岡
ノ
下
一
―
八



徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

一
般
国
道

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路

線

名

区

間

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

美
馬
市
木
屋
平
字
川
井
六
六
九
番
地

三
・
五
～
一
三
・
六

六
四
二
・
二

先
か
ら

旧

同

六
六
番
三
地

四
九
二
号

一
〇
・
六
～
四
五
・
七

七
四
〇
・
〇

先
ま
で

同

新

一
〇
・
六
～
四
五
・
七

七
四
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
新
野
町
藤
谷
八
一
番

四
地
先
か
ら

旧

一
〇
・
三
～
四
〇
・
三

四
九
・
一

４

同

八
五
番

羽
ノ
浦
福
井

２

五
地
先
ま
で

同

新

一
〇
・
三
～
二
二
・
八

四
九
・
一



公

告

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

「
徳
島
県
鳴
門
病
院
医
療
事
務
等
業
務
委
託
契
約
」
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

に
付
す
る
の
で
、
地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
規
程
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

理
事
長

住

友

正

幸

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
を
す
る
役
務
の
名
称

徳
島
県
鳴
門
病
院
医
療
事
務
等
業
務
委
託
契
約

２

調
達
す
る
役
務
の
仕
様
等

徳
島
県
鳴
門
病
院
医
療
事
務
等
業
務
委
託
契
約
仕
様
書
等
に
よ
る
。

３

契
約
期
間

令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
九
月
三
十
日

４

調
達
す
る
役
務
の
場
所

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
（
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
含
む
）

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
た
者
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
会
計
規
程
実
施
規
程
（
契
約
関
係
）

（
以
下
「
会
計
規
程
実
施
規
程
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
資
格
審
査
を

受
け
て
参
加
が
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

２

会
計
規
程
実
施
規
程
第
八
条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

３

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

員
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

４

一
般
病
床
二
百
床
以
上
の
医
療
機
関
に
お
い
て
、
過
去
五
年
間
に
、
三
年
以
上
継
続
し
て
外
来
及

び
入
院
（
Ｄ
Ｐ
Ｃ
）
会
計
請
求
事
務
を
含
む
医
事
業
務
受
託
の
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

５

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
及
び
同
申
請
書
に
定
め
の
あ
る
添
付
書
類
及
び
提
案
書
を
提
出
期
限

ま
で
に
提
出
し
、
審
査
の
結
果
「
適
合
」
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
参
加
手
続
等
に
つ
い
て

１

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
２
の
㈠
に
よ
り
書
類
の
交
付
を
受
け
、
３
の
㈠
に
掲
げ
る
書
類

を
提
出
し
、
本
院
の
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
期
限
ま
で
に
関
係
書
類
を
提
出
し
な
い
者
又
は
入
札
参
加
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ



た
者
は
、
本
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

２

入
札
の
参
加
に
関
す
る
関
係
書
類
、
仕
様
書
の
交
付

㈠

交
付
場
所

郵
便
番
号

七
七
二
―
八
五
〇
三

所
在
地

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

所
属
名

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

医
事
企
画
課

電
話
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
〇
〇
一
一

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
一
八
六
〇

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

i
j
i
@
n
a
r
u
t
o
-
h
s
p
.
j
p

㈡

交
付
期
間

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
七
年
六
月
五
日
（
木
曜
日
）
ま
で
の
土
日
及

び
祝
日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

３

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
、
提
案
書
の
提
出

㈠

入
札
に
参
加
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
及
び
同
申
請
書
に
定
め
の
あ
る
添
付
書

類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
は
、
書
面
（
紙
媒
体
）
に
限
る
も
の
と

し
、
令
和
七
年
六
月
五
日
（
木
曜
日
）
か
ら
令
和
七
年
六
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
の
間
に
持
参
又

は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
（
月
曜
日
）

ま
で
に
通
知
す
る
。

㈢

提
案
書
の
提
出
期
限
は
、
令
和
七
年
六
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
午
後
五
時
必
着
と
す
る
。

四

問
合
わ
せ
等
に
つ
い
て

１

問
合
わ
せ
先

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

医
事
企
画
課

電
話
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
〇
〇
一
一

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
一
八
六
〇

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

i
j
i
@
n
a
r
u
t
o
-
h
s
p
.
j
p

２

問
合
せ
の
方
法
及
び
受
付
期
間

問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
期
間
に

つ
い
て
は
令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
七
年
六
月
五
日
（
木
曜
日
）
ま
で
と
す

る
。
こ
れ
以
降
の
問
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
回
答
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

五

入
札
手
続
等
に
つ
い
て

本
件
は
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
徳
島
県
鳴
門
病
院
医
療
事
務
等
業
務
委

託
業
者
選
定
委
員
会
」
が
決
定
す
る
評
価
基
準
に
基
づ
き
、
各
入
札
参
加
者
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
を
実
施
し
総
合
評
価
を
行
う
。

ま
た
、
入
札
及
び
開
札
執
行
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入
札
参
加
者
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
前
に
行

う
。入

札
書
の
提
出
方
法
は
、
直
接
持
参
又
は
郵
送
と
し
、
郵
送
の
場
合
は
封
筒
の
表
に
朱
書
き
で
「
徳

島
県
鳴
門
病
院
医
療
事
務
等
業
務
委
託
の
入
札
書
在
中
」
と
記
載
し
、
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
（
金



曜
日
）
午
後
五
時
ま
で
に
四
１
へ
必
着
の
こ
と
。

１

入
札
及
び
開
札
並
び
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
日
時

㈠

日
時

令
和
七
年
七
月
二
日
（
水
曜
日
）
午
後
一
時
十
五
分
か
ら
、
各
入
札
参
加
者
三
十
分
程
度
の
範

囲
内
に
お
い
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。

㈡

場
所

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
三
階
大
会
議
室

㈢

提
出
書
類

ア

入
札
書

※
入
札
書
の
金
額
欄
に
は
、
履
行
期
間
の
総
額
四
十
八
か
月
均
等
払
い
の
月
額
を
記
載
す
る

こ
と
。
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。
）

イ

別
に
本
院
が
指
定
す
る
提
出
書
類

２

入
札
の
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に

係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

３

契
約
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

４

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

５

入
札
の
無
効

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

㈠

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

㈡

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ

て
封
書
の
表
面
に
「
徳
島
県
鳴
門
病
院
医
療
事
務
等
業
務
委
託
の
入
札
書
在
中
」
の
旨
の
朱
書

が
な
い
た
め
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

㈢

記
名
押
印
の
な
い
入
札

㈣

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額

を
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

〈
例
〉

ア

鉛
筆
、
そ
の
他
容
易
に
改
ざ
ん
で
き
る
筆
記
具
で
作
成
し
た
も
の

イ

金
額
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
以
外
で
記
載
し
、
又
は
訂
正
し
た
も
の

ウ

「
入
札
物
件
」
で
物
品
の
名
称
及
び
数
量
（
数
量
に
つ
い
て
は
、
特
に
指
定
し
た
場
合
を

除
く
。
）
の
記
載
の
な
い
も
の
又
は
記
載
を
誤
っ
た
も
の

エ

「
住
所
及
び
氏
名
」
の
記
載
を
誤
っ
た
も
の

オ

印
鑑
の
使
用
を
誤
っ
た
も
の

㈤

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札



㈥

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

㈦

委
任
状
を
持
参
し
な
い
代
理
人
が
し
た
入
札

㈧

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

６

入
札
又
は
開
札
の
中
止

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
入
札
又
は
開
札
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

こ
れ
を
中
止
す
る
。
こ
の
中
止
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す
る
。

７

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
原
則
と
し
て
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
以
内
に
当
院
が
指

定
す
る
契
約
書
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
の
落
札
は
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

８

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
の
中
か
ら
「
徳
島
県
鳴
門
病
院
医
療
事

務
等
業
務
委
託
業
者
選
定
委
員
会
」
が
、
評
価
基
準
に
基
づ
き
、
審
査
の
上
、
決
定
す
る
。

な
お
、
当
評
価
基
準
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
入
札
説
明
書
等
の
記
載
の
と
お
り
と
す
る
。

９

契
約
書
作
成
の
要
否

要
。

そ
の
他

10

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

六

S
u
m
m
a
r
y

１

N
a
t
u
r
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
p
u
r
c
h
a
s
e
d

T
o
k
u
s
h
i
m
a
N
a
r
u
t
o
h
o
s
p
i
t
a
l
m
e
d
i
c
a
l
o
f
f
i
c
e
w
o
r
k
c
o
n
s
i
g
n
m
e
n
t

２

T
i
m
e
-
l
i
m
i
t
f
o
r
t
h
e
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
m
s
a
n
d
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s

f
o
r
t
h
e
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n

5
:
0
0
p
.
m
.
,
J
u
n
e
1
6
,
2
0
2
5

３

D
a
t
e
o
f
T
e
n
d
e
r

1
:
1
5
p
.
m
.
,
J
u
l
y
2
,
2
0
2
5

(
B
y
m
a
i
l
,
t
e
n
d
e
r
s
m
u
s
t
b
e
s
u
b
m
i
t
t
e
d
b
y
5
:
0
0
p
.
m
.
,
J
u
n
e
2
7
,
2
0
2
5
)

４

C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e

T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
N
a
r
u
t
o
H
o
s
p
i
t
a
l

3
2
K
o
t
a
n
i
,
K
u
r
o
s
a
k
i
,
M
u
y
a
-
c
h
o
,
N
a
r
u
t
o
C
i
t
y
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e

P
h
o
n
e
:
0
8
8
-
6
8
3
-
0
0
1
1



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
群
恵

令

和

七

年

冨

士

雅

章

後

援

会

川

田

修

吉

田

正

則

二
〇
九
番
地
一

四

月

十

八

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

立

憲

民

主

党

徳

島

県

令

和

七

年

吉

川

沙

織

代
表
者
の
氏
名

吉

川

沙

織

庄

野

昌

彦

総

支

部

連

合

会

四

月

六

日

自

由

民

主

党

徳

島

県

会
計
責
任
者
の

令

和

六

年

齋

藤

義

郎

本

藤

秀

樹

今

井

義

禮

医

療

会

支

部

氏
名

五

月

三

十

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

令

和

七

年

政
治
を
つ
な
ぐ
女
性
の
会

高

橋

玉

美

代
表
者
の
氏
名

高

橋

玉

美

高

橋

た

ま

み

三

月

三

十

一

日

会
計
責
任
者
の

令

和

六

年

徳

島

県

医

師

連

盟

齋

藤

義

郎

本

藤

秀

樹

今

井

義

禮

氏
名

五

月

三

十

日

代
表
者
の
氏
名

矢

部

裕

二

阿

部

昌

司



日

本

薬

業

政

治

連

盟

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

矢

部

裕

二

大

上

雅

史

木

村

啓

司

徳

島

県

支

部

氏
名

四

月

十

六

日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
川
内
町
平
石
夷
野

徳
島
市
川
内
町
加
賀
須
野

所
在
地

二
二
四－

二
九

四
六
三－

二
三



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

丸

若

祐

二

後

援

会

丸

若

祐

二

令
和

七
年
三
月
三
十

一
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

資
金
管
理
団
体
の
届
出

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

を

し

た

者

の

氏

名

代
表
者
の

令

和

七

年

高

橋

玉

美

政

治

を

つ

な

ぐ

女

性

の

会

高

橋

玉

美

高

橋

た

ま

み

氏
名

三

月

三

十

一

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
の
制
定

又
は
改
廃
の
請
求
及
び
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議

員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
一
、
九
八
一
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
の
解

散
の
請
求
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
解
職
の
請
求
及
び
同
法
第
八
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
主
要
公
務
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
六
六
、
五
〇
一
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の

解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
吉
野
川
選
挙
区
に
お
け
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一

の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

選

挙

区

名

数

吉

野

川

一
〇
、
八
四
三
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
県
教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
知
事
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
六
六
、
五
〇
一
人



徳島県公安委員会規則第８号

放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則の一部

を改正する規則を次のように定める。

令和７年５月23日

徳島県公安委員会委員長 岡 田 好 史

放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則の

一部を改正する規則

放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則（平成

17年徳島県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

別記様式第３号，別記様式第９号（裏）及び別記様式第16号中「禁錮」を「拘禁刑」に

改める。

附 則

この規則は，令和７年６月１日から施行する。



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県

海
域
に
お
け
る
せ
ん
漁
業
（
た
こ
つ
ぼ
漁
業
並
び
に
い
せ
え
び
か
ご
漁
業
及
び
そ
の
類
似
漁
業
を
除
く
。

）
の
操
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。
た
だ
し
、
漁
業
権
又
は
入
漁
権
に
基
づ
い
て
操
業
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

今

治

清

孝

（
操
業
禁
止
区
域
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
は
、
せ
ん
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一

次
の
ア
及
び
イ
を
結
ん
だ
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
徳
島

県
海
域

ア

北
緯
三
十
四
度
十
四
分
十
五
秒
東
経
百
三
十
四
度
三
十
四
分
十
五
秒
の
点
（
徳
島
県
鳴
門
市
黒

岩
突
端
）

イ

香
川
県
東
か
が
わ
市
翼
山
頂
上

二

次
の
ア
、
イ
及
び
ウ
を
順
次
に
結
ん
だ
二
直
線
と
エ
、
オ
、
カ
及
び
キ
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線

並
び
に
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
徳
島
県
海
域

ア

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
丸
山
埼
西
端

イ

徳
島
県
鳴
門
市
瀬
方
鼻
突
端

ウ

北
緯
三
十
四
度
十
四
分
十
五
秒
東
経
百
三
十
四
度
三
十
四
分
十
五
秒
の
点
（
徳
島
県
鳴
門
市
黒

岩
突
端
）

エ

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
釣
島
鼻
突
端

オ

エ
と
徳
島
県
鳴
門
市
中
瀬
灯
標
中
心
点
と
を
結
ん
だ
直
線
と
カ
と
鳴
門
海
峡
中
瀬
高
ば
え
東
端

と
を
結
ん
だ
直
線
と
の
交
点

カ

キ
と
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
潮
崎
突
端
と
を
結
ん
だ
直
線
上
キ
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
の
点

キ

徳
島
県
鳴
門
市
大
磯
埼
東
端

三

次
の
ア
、
イ
、
ウ
及
び
エ
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ

た
海
域

ア

徳
島
県
鳴
門
市
大
磯
埼
東
端

イ

ア
と
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
潮
崎
突
端
と
を
結
ん
だ
直
線
上
ア
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ

徳
島
県
小
松
島
市
根
井
鼻
東
端

エ

徳
島
県
小
松
島
市
徳
島
小
松
島
港
中
防
波
堤
（
通
称
一
文
字
）
北
端

四

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
、
キ
及
び
ク
を
順
次
に
結
ん
だ
七
直
線
と
ケ
、
コ
及
び
サ
を
順

次
に
結
ん
だ
二
直
線
並
び
に
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア

徳
島
県
小
松
島
市
徳
島
小
松
島
港
中
防
波
堤
（
通
称
一
文
字
）
南
端

イ

ア
と
徳
島
県
小
松
島
市
旧
和
田
島
飛
行
場
突
堤
突
端
と
を
結
ん
だ
直
線
上
同
突
堤
突
端
か
ら
五

百
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ

徳
島
県
小
松
島
市
立
江
川
河
口
左
岸
東
南
端
と
イ
と
を
結
ん
だ
延
長
線
と
徳
島
県
徳
島
市
徳
島

小
松
島
港
津
田
外
防
波
堤
東
端
と
エ
と
を
結
ん
だ
直
線
と
の
交
点

エ

徳
島
県
阿
南
市
三
ツ
石
頂
上

オ

エ
と
徳
島
県
阿
南
市
舟
磯
灯
標
中
心
点
と
を
結
ん
だ
直
線
と
同
市
燕
礁
頂
上
と
カ
と
を
結
ん
だ



直
線
と
の
交
点

カ

徳
島
県
阿
南
市
裸
島
頂
上

キ

カ
と
徳
島
県
阿
南
市
燧
崎
突
端
と
を
結
ん
だ
直
線
と
同
市
野
々
島
東
端
と
ク
と
を
結
ん
だ
直
線

と
の
交
点

ク

徳
島
県
阿
南
市
舞
子
島
通
称
中
崎
ノ
鼻
突
端

ケ

徳
島
県
阿
南
市
舞
子
島
マ
ツ
ガ
シ
ノ
鼻
突
端

コ

ケ
と
徳
島
県
阿
南
市
一
ツ
目
頂
上
と
を
結
ん
だ
直
線
と
サ
と
和
歌
山
県
日
高
郡
美
浜
町
日
ノ
御

埼
灯
台
中
心
点
と
を
結
ん
だ
直
線
と
の
交
点

サ

徳
島
県
阿
南
市
蒲
生
田
岬
灯
台
中
心
点

五

徳
島
県
阿
南
市
伊
島
、
前
島
及
び
棚
子
島
の
周
辺
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
三
千
メ
ー
ト
ル
の
距

離
の
線
以
内
の
海
域

六

徳
島
海
区
の
う
ち
、
徳
島
県
蒲
生
田
岬
と
和
歌
山
県
日
の
御
埼
と
を
結
ぶ
直
線
以
南
の
海
域
（
以

下
「
紀
伊
水
道
沖
合
海
域
」
と
い
う
。
）
の
水
深
三
百
メ
ー
ト
ル
以
浅
の
海
域

（
操
業
制
限
区
域
）

第
二
条

前
条
の
操
業
禁
止
区
域
以
外
の
区
域
の
う
ち
、
区
画
若
し
く
は
共
同
漁
業
権
の
漁
場
区
域
内
に

お
い
て
は
、
そ
の
漁
業
権
者
の
同
意
を
得
ず
に
せ
ん
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
届
出
等
）

第
三
条

第
一
条
に
規
定
す
る
操
業
禁
止
区
域
以
外
で
せ
ん
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

海
域
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に
、
第
二
項
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
操
業
開
始
予
定
日
の
三
日
前
ま
で

に
、
そ
の
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
を
経
由
し
て
、
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
の
操
業
制
限
区
域
に
お
い
て
、
漁
業
権
者
の
同
意
を
得
て
、
せ
ん
漁
業
を

営
む
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

播
磨
灘
海
域
（
徳
島
県
孫
崎
と
兵
庫
県
門
崎
と
を
結
ぶ
直
線
以
北
の
海
域
）

二

紀
伊
水
道
海
域
（
徳
島
県
孫
崎
と
兵
庫
県
門
崎
と
を
結
ぶ
直
線
以
南
で
徳
島
県
蒲
生
田
岬
と
和
歌

山
県
日
の
御
埼
と
を
結
ぶ
直
線
以
北
の
海
域
）

三

紀
伊
水
道
沖
合
海
域

２

届
出
の
際
に
は
次
の
書
類
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

届
出
書
（
様
式
は
別
に
定
め
る
。
）

二

届
出
を
す
る
者
の
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
長
の
副
申
書
（
様
式
は
別
に
定
め
る
。
）

三

使
用
す
る
船
舶
の
漁
船
登
録
票
の
写
し

３

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
様
式
の
届
出
済
証
を
交
付
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
前
項
の
届
出
済
証
を
携
帯
す
る
と
と
も

に
、
別
に
定
め
る
様
式
の
標
識
を
船
体
両
側
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
、
漁
具
の
浮
標
に
氏
名
及

び
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

第
四
条

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

。（
雑
則
）

第
五
条

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
指
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
徳
島
海
区
漁



業
調
整
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。



（R7.5.23 委員会指示第３号第３条第２項第１号の様式）

せ ん 漁 業 操 業 届 出 書

令和 年 月 日

徳島海区漁業調整委員会長 殿

住所

氏名

下記によりせん漁業を操業いたしますので、関係書類を添えて提出します。

なお、操業にあたっては他漁業との間で問題が発生しないように努めます。

記

１ 使用する船舶

(1) 漁船登録番号

(2) 船 名

(3) 船舶総トン数

２ 操業海域

３ 操業予定期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

４ 漁業根拠地



（R7.5.23 委員会指示第３号第３条第２項第２号の様式）

副 申 書

令和 年 月 日

徳島海区漁業調整委員会長 殿

住所

○○漁業協同組合

代表理事組合長 印

このたび本漁業協同組合所属の下記の 名が、せん漁業の操業を行うにあたって、他

漁業との間で問題が発生しないように指導いたしますので、よろしくお願いします。

氏名 住所 船名 漁船登録番号 トン数



（R7.5.23 委員会指示第３号第３条第３項の様式）

証第 号

せん漁業届出済証

住所

氏名

１ 使用する船舶

（１）漁船登録番号

（２）船名

（３）船舶総トン数

２ 操業海域

３ 操業期間

４ 漁業根拠地

年 月 日付けで上記の内容を含む届出があったことを証明する。

年 月 日

徳島海区漁業調整委員会長 印



（R7.5.23 委員会指示第３号第３条第４項の様式）

届出によって操業する場合に掲げる標識は次のとおりとする。

徳島せん証第○○号 （たて１０ｃｍ、よこ５０ｃｍ以上）

徳島せん

証第○○号 （たて２０ｃｍ、よこ３０ｃｍ以上）



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

今

治

清

孝

（
操
業
の
禁
止
）

第
一
条

徳
島
県
海
域
に
お
い
て
は
「
い
せ
え
び
か
ご
漁
業
及
び
類
似
漁
業
」
は
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

第
二
条

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

。


